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上
下
水
道
料
金
等
の
臨
宅
徴
収
を

民
間
法
人
に
委
託
し
て
い
ま
す
！

　
町
で
は
、水
道
料
金
、下
水
道
使
用
料
お
よ
び

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使
用
料
の
臨
宅
徴
収

を
、民
間
の
専
門
業
者「
㈱
エ
コ
シ
テ
ィ
サ
ー
ビ

ス
」（
本
社：横
浜
市
都
筑
区
茅
ヶ
崎
中
央
8
―
33

サ
ウ
ス
コ
ア
2
0
5
）に
委
託
し
て
い
ま
す
。

　
徴
収
員
が
ご
自
宅
や
事
業
所
を
訪
問
す
る
際

は
、町
が
発
行
す
る
身
分
証
明
書
を
必
ず
携
行

し
て
い
ま
す
の
で
、ご
確
認
の
う
え
水
道
料
金

等
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、納
入
通
知
書

は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
で
き
ま

す
。ま
た
、便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
を
お
勧
め

し
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
上
下
水
道
課（

内
線
2
6
2・2
6
6
）

住
宅
改
修
資
金
補
助
制
度
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

　
町
で
は
、地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

町
内
の
住
宅
改
修
施
工
業
者
と
契
約
し
居
住
用

住
宅
の
改
修
を
行
う
際
、そ
の
費
用
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

受
付
開
始
／
4
月
12
日
㈪
か
ら

※�

予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
受
付
終
了
と
な
り

ま
す
。

対�

過
去
に
同
制
度
を
利
用
し
て
い
な
い
方
で
、

次
の
①
～
④
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

①
町
内
在
住
で
、町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登

録
さ
れ
て
い
る
方�

②
対
象
と
な
る
住
宅
を

所
有
し
、か
つ
居
住
し
て
い
る
方�

③
町
税
等

の
滞
納
が
な
い
方�

④
対
象
と
な
る
改
修
工

事
に
つ
い
て
、ほ
か
の
補
助
制
度
を
受
け
て

い
な
い
方

対�

象
と
な
る
住
宅
／
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
建
築
物

①
個
人
住
宅（
自
己
の
居
住
用
の
建
築
物
）　

②
併
用
住
宅（
個
人
住
宅
と
店
舗
や
事
務
所

等
が
同
一
の
建
築
物
に
な
っ
て
い
る
場
合
の

居
住
用
部
分
の
み
）�

③
集
合
住
宅（
ア
パ
ー

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
！

全
血
献
血（
4
0
0
ml
･
2
0
0
ml
）

日�
4
月
26
日
㈪
午
前
9
時
30
分
～
11
時
45
分
、

午
後
1
時
～
4
時

場
役
場
庁
舎
1
階
ロ
ビ
ー

持�

献
血
カ
ー
ド
、初
め
て
の
方
は
本
人
確
認
が

で
き
る
も
の

問�

生
活
環
境
エ
コ
タ
ウ
ン
課（

内
線
2
2
1
）

社
会
人
に
な
っ
た
記
念
に

献
血
を
し
よ
う
！

　

県
と
埼
玉
県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
で
は
、

4
月
か
ら
6
月
ま
で「
新
社
会
人
献
血
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。新
社
会
人
の
方

が
県
内
献
血
会
場
で
献
血
に
ご
協
力
い
た
だ
く

と
、埼
玉
県
限
定
デ
ザ
イ
ン
の
記
念
品
を
差
し

上
げ
ま
す
。社
会
人
に
な
っ
た
記
念
に
、社
会
貢

献
の
一
つ
で
あ
る
献
血
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み

ま
せ
ん
か
。

日
6
月
30
日
㈬
ま
で

対�

令
和
3
年
度
に
新
社
会
人
に
な
っ
た
方（
献

血
可
能
年
齢
で
あ
る
16
歳
以
上
）

記
念
品
／
3
W
A
Y
ア
イ
マ
ス
ク

問�

県
薬
務
課（

0
4
8･8
3
0･3
6
3
5
）

ご
参
加
く
だ
さ
い
！

寄
居
町
グ
ラ
ウ
ン
ド
･
ゴ
ル
フ
大
会

日��

5
月
13
日
㈭
午
前
8
時
30
分
開
会
式

※
雨
天
の
場
合
は
14
日
㈮
に
順
延

場
寄
居
運
動
公
園

対�

町
内
に
在
住
･
在
勤
の
個
人
お
よ
び
団
体

プ�

レ
ー
方
法
／
個
人
戦（
32
ホ
ー
ル
ス
ト
ロ
ー

ク
プ
レ
ー
）

費
無
料

申�

問
4
月
25
日
㈰
ま
で
に
、寄
居
町
グ
ラ
ウ
ン

ド
・
ゴ
ル
フ
協
会
事
務
局
・
設
楽
明
久
さ
ん

（

5
8
1・1
2
6
6
）へ
。

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

寄
居
町
修
学
資
金
制
度

　
町
で
は
、町
内
在
住
の
高
校
生
で
、修
学
の
意

欲
を
有
し
な
が
ら
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
高
等

学
校
で
の
修
学
が
困
難
な
方
を
対
象
に
、修
学

に
要
す
る
資
金
を
補
助
し
ま
す
。

対
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方

①
生
年
月
日
が
平
成
15
年
4
月
2
日
以
降

②�

平
成
31
年
4
月
1
日
以
降
新
た
に
高
等
学

校
、高
等
専
門
学
校
、中
等
教
育
学
校
の
後
期

課
程
お
よ
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
入

学
し
在
学
中
で
、在
学
期
間
が
3
年
以
内�

修�

学
生
の
条
件
／
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

方
①
町
内
に
引
き
続
き
6
カ
月
以
上
住
ん
で
い
る�

②�

正
規
の
修
業
年
限
の
勉
学
に
耐
え
ら
れ
る
性

行
の
善
良
な
者
で
、経
済
的
な
理
由
に
よ
り

学
資
の
支
出
が
困
難
な
世
帯
の
高
校
生

　

�

〇
生
活
保
護
受
給
世
帯
〇『
生
活
保
護
法
』

に
よ
る
保
護
が
停
止
ま
た
は
廃
止
と
な
っ
た

世
帯
〇
町
民
税
が
非
課
税
の
世
帯
〇『
児
童

扶
養
手
当
法
』に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
し
て
い
る
世
帯
〇
家
計
が
急
変
し
た
世
帯

※�

こ
の
ほ
か
に
も
援
助
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

修
学
金
の
額
／
月
額
5
0
0
0
円

申�

請
方
法
等
／
次
の
書
類
を
教
育
総
務
課
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
修
学
資
金
給
与
申
請
書�

②
在
学
等
証
明

書（
町
で
定
め
た
様
式
の
も
の
）�

③
経
済
的

な
理
由
で
就
学
困
難
な
こ
と
が
証
明
で
き
る

公
的
文
書
の
写
し
等

4
月
30
日
㈮
ま
で
に
必
要
書
類
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
世
帯
の
例

4
月
分
か
ら
の
認
定
を
希
望
す
る
場
合

〇�

毎
月
15
日
ま
で
に
書
類
を
提
出
し
た
場
合　

⇒

申
請
月
か
ら
認
定
対
象

〇�

16
日
以
降
に
書
類
を
提
出
し
た
場
合　

����
⇒

翌
月
分
か
ら
認
定
対
象��

他�

認
定
後
は
、7
月
、11
月
、2
月
の
各
月
末
ま

で
に
、当
該
月
に
発
行
さ
れ
た
在
学
証
明
書

の
提
出
が
必
要
で
す
。

※�

提
出
が
な
い
場
合
は
認
定
取
消
と
な
り
ま
す
。

問�

教
育
総
務
課（

内
線
5
1
2
）

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

通
学
路
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
補
助
制
度

　

町
で
は
、ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊
に
よ
る
被

害
を
防
止
す
る
た
め
、通
学
路
に
面
す
る
ブ

ロ
ッ
ク
塀
等
を
撤
去
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助

し
ま
す（
最
大
20
万
円
）。事
前
に
都
市
計
画
課

で
ご
相
談
の
う
え
、工
事
着
手
前
に
同
課
へ
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、こ
の
補
助
制
度
は
今

年
度
で
終
了
と
な
り
ま
す
。

補�

助
の
対
象
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
／
①
ブ

ロ
ッ
ク
、レ
ン
ガ
、石
材
等
に
よ
る
塀�

②
塀
の

高
さ
が
塀
の
厚
さ
の
3
分
の
20
を
超
え
る
も

の�

③
通
学
路
に
面
す
る
も
の

対�

象
と
な
る
工
事
／
町
内
事
業
者
が
行
う
ブ

ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
工
事
で
、塀
の
一
部
を
撤

去
し
て
高
さ
を
厚
さ
の
3
分
の
20
以
下
に
す

る
工
事
、ま
た
は
基
礎
を
含
め
た
全
部
を
撤

去
す
る
工
事

※�

公
共
工
事
等
に
よ
る
も
の
は
対
象
外
と
な
り

ま
す
。

※�
補
助
は
同
一
敷
地
内
に
つ
き
１
回
限
り
で
す
。

※�
予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
受
付
終
了
と
な
り

ま
す
。

問�

都
市
計
画
課（

内
線
2
4
3
）

5
月
分
以
降
の
認
定
に
つ
い
て

ト
等
の
所
有
者
の
自
己
居
住
部
分
の
み
）

対�

象
工
事
／
町
内
に
事
業
所
が
あ
る
施
工
業
者

が
行
う
、工
事
費
が
20
万
円
以
上（
消
費
税
お

よ
び
地
方
消
費
税
を
除
く
）で
、令
和
4
年
2

月
末
日
ま
で
に
完
了
す
る
住
宅
改
修
工
事
。

な
お
、交
付
決
定
後
30
日
以
内
に
着
工
で
き

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※�

新
築
や
建
て
替
え
工
事
、補
助
金
交
付
決
定

通
知
以
前
に
着
手
し
た
工
事
等
は
対
象
外
と

な
り
ま
す
。詳
し
く
は
工
事
着
工
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

補�

助
金
額
／
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用（
税
抜
）

の
う
ち
、10
％
に
相
当
す
る
金
額（
千
円
未
満

は
切
り
捨
て
）と
し
、20
万
円
を
上
限

申�

必
要
書
類
を
持
参
し
、商
工
観
光
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

問�

商
工
観
光
課（

内
線
4
5
2
）

勤
労
者
住
宅
資
金
貸
付
制
度
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

　
町
で
は
、勤
労
者
の
住
宅
取
得
を
支
援
し
て

い
ま
す
。

対�

次
の
①
～
⑤
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

　

�

①
町
内
に
居
住
し
て
い
る
、ま
た
は
居
住
し

よ
う
と
す
る
方�

②
同
一
事
業
所
に
2
年
以

上
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る
方�

③
20
歳
以

上
55
歳
以
下
の
方�

④
返
済
し
な
が
ら
生
活

に
支
障
の
な
い
方�

⑤
町
税
等
の
滞
納
が
な

い
方

資�

金
の
用
途
／
申
込
者
が
町
内
に
居
住
す
る
た

め
の
住
宅
の
新
築・増
改
築・購
入（
中
古
住

宅・マ
ン
シ
ョ
ン
を
含
む
）、借
地
買
い
取
り
を

す
る
た
め
の
資
金
に
限
り
ま
す
。

申�

利
用
者
本
人
ま
た
は
ご
家
族
が
、商
工
観
光

課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。そ
の
後
、資
格
決

定
に
つ
い
て
通
知
し
ま
す
の
で
、通
知
後
3

カ
月
以
内
に
ご
自
身
で
金
融
機
関（
中
央
労

働
金
庫
深
谷
支
店
）で
借
り
入
れ
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

貸�

付
金
額
／
1
0
0
0
万
円
以
内（
無
担
保
は

5
0
0
万
円
以
内
）

貸
付
利
率
／
変
動
金
利（
無
担
保
は
固
定
）

※�

金
利
情
勢
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

貸�

付
期
間
／
25
年
以
内（
無
担
保
は
10
年
以
内
）

償�

還
方
法
／
元
利
均
等
月
賦
返
済（
ボ
ー
ナ
ス

併
用
返
済
、繰
上
償
還
可
）

担�

保
／
資
金
の
用
途
と
な
っ
た
対
象
物
件
に
中

央
労
働
金
庫
の
第
1
位
順
位
の
抵
当
権
を
設

定
し
ま
す
。

保�

証
／（
一
社
）日
本
労
働
者
信
用
基
金
協
会
の

保
証
が
必
要
と
な
り
、金
利
と
は
別
に
保
証

料
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

手�

数
料
／
取
扱
金
融
機
関
所
定
の
手
数
料
が
必

要
で
す
。

問
商
工
観
光
課（

内
線
4
5
2
）

貸
付
の
条
件

随時情報発信中！
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